宿泊税の検討に関するアンケート
＜回答者情報＞
事業者名（企業名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施設所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　（電話）　　　　　　　　　　　　　　（メール）　　　　　　　　　　　　　
担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※回答上の注意
（旅館業法上の許可を受けている事業者様）
「施設ごと」に送付しております。お手数ですが、営業施設ごとに御回答いただくようお願いいたします。
（住宅宿泊事業法上の届出をしている事業者様）
「事業者ごと」にお送りしております。各項目につきましては和歌山県内にて管理・営業されている施設を合計した数値をご回答いただきますようよろしくお願いいたします。

貴施設の情報について
Ｑ１　貴施設の宿泊施設の種類を選択してください。
□旅館　　□リゾートホテル　　□ビジネスホテル　　□シティホテル
□簡易宿所（民宿、カプセルホテル、ペンションなど）　　□会社・団体の宿泊所
□民泊　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

Ｑ２　貴施設の客室数および収容人員について教えてください。
（令和８年1月1日時点の、客室数及び法定の収容人員を記入してください）
客室数　　　　　　室、 収容人員　　　　　　　名

Ｑ３　貴施設の１年間の延べ宿泊者数について教えてください。
宿泊者数　　　　　人泊









Ｑ４　貴施設の宿泊料金※１区分ごとの宿泊者数について教えてください。
	年間延べ宿泊者数
	人泊
(※２)
	←Ｑ３の宿泊者数を
記載ください

	料金内訳
	10,000円未満
	人泊
	

	
	10,000円以上20,000円未満
	人泊
	

	
	20,000円以上50,000円未満
	人泊
	

	
	50,000円以上
	人泊
	











※１　本調査における宿泊料金とは、飲食代等を除き、サービス料等を含んだ金額とします。
（宿泊料金に含まれないもの）
・飲食代　　　　　　　　　　　　・カラオケ等の金額
・会議室の使用等に係る金額　　　・チップ、祝儀等の金額
・消費税、地方消費税、入湯税等の金額
宿泊料金のみの算出が困難な場合は、朝夕２食付きの場合は宿泊単価の60％を、夕食付きの場合は宿泊単価の70％を、朝食付きの場合は宿泊単価の90％の金額の区分に記載願います。
※２　単位は人泊になります。宿泊料金は１泊ごとに１人あたりの金額を算出してください。
　（例）2連泊以上、同一料金の宿泊施設に泊まった場合…該当する料金区分に泊数をカウント
　　　　2連泊以上、異なる料金の宿泊施設に泊まった場合…各料金区分に泊数をカウント
　　　　1棟貸しの場合…１室（１棟）あたりの宿泊料金を利用者数で除した料金の該当する
料金区分に泊数をカウント


宿泊税の使い道について
Ｑ５　宿泊税を活用してどのような使い道を期待しますか。（複数選択可〈最大３つまで〉）
□誘客プロモーション（雑誌、SNSなど多様な媒体を活用した情報発信など）
□観光資源の魅力増進（ガイド人材の確保・育成、地域資源を生かした観光プログラムづくりなど）
□目的地までの移動の円滑化（バスやタクシー等の二次交通の維持充実など）
□持続可能な観光地づくり（文化財等の維持修繕、景観保全など）
□受入環境の整備・充実（観光地での多言語案内の整備など）
□宿泊施設等の環境整備・充実（バリアフリー化、デジタル技術活用に向けた支援など）
□宿泊施設等の従業員の確保・育成（就職フェアの開催、おもてなし研修の実施など）
□安心安全な観光の実現（観光客のための災害対策や予防など）


宿泊税の仕組みについて
Q６　１人当たりの宿泊税の金額はどの程度が妥当と考えますか。
□100円～200円（参考～先行導入している自治体の税額）
大阪府
広島県
沖縄県
5,000円以上
15,000円未満
200円
6,000円以上
200円
宿泊料金の ２％
（上限 2,000円）
15,000円以上
20,000円未満
400円
20,000円以上
500円


□200円～300円
□300円～500円
□500円～1,000円
□1,000円以上




Q７　特定の宿泊客から宿泊税の徴収について、適切と考えるものを選択してください。
□全ての宿泊客から宿泊税を徴収すべき（例外規定を設けない）
□年齢制限を設け徴収すべき
□修学旅行等学校行事への参加者（引率者含む）は免除すべき


申告に係るシステム等について
Ｑ８　宿泊税が導入され、eLTAX※での宿泊税の電子申告が可能となる場合、貴施設での利用について、どのように考えますか。
※地方税ポータルシステムの呼称、地方税の手続をインターネットで電子的に行うシステム。
□利用したいと思う　　□利用しないと思う　　□わからない

Ｑ９　貴施設の申告に関する体制について、最もあてはまるものを選択してください。
　⑴ 宿泊税を導入する場合、貴施設で使用している会計システムの改修について
　　□新たな経費は発生しない　　□既存のシステムの改修が必要
　　□新たなシステムの導入が必要　　□わからない

　⑵ ⑴で「既存のシステムの改修が必要」「新たなシステムの導入が必要」を選択した場合、必要な経費について
　　□10万円未満　　□10万円以上50万円未満　　□50万円以上100万円未満
　　□100万円以上200万円未満　　□200万円以上　　□わからない








その他
Ｑ１０　宿泊税の導入に関して御意見等ありましたら御記入ください。
　　　例：宿泊税の導入にあたって、懸念事項や宿泊税の使途など
















お忙しいところアンケートに御協力いただきましてありがとうございました。
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